
７ 災害時における給水体制の確立

非常災害等の発生時に、県内の水道事業者が相互に応援し合う｢水道災害相互応援協定｣（昭
和４４年４月）に基づき、給水器具・技術者・諸資材を被災市町村に対して応援する体制を確
立し、公益社団法人日本水道協会青森県支部と協力して地震・水害・異常渇水等に対応する。

救援本部事務局を運営。
応援事務を迅速かつ適切に執行する。

地震、津波、台風、豪雨
等の災害により、水道事
業者の施設に被害が生じ、
飲用水の供給が困難と
なった場合

情報収集、連絡調整
近隣市町村等に応援隊の派遣指示

被災した水道施設の早期復旧
と、運搬給水等による住民に対
する飲料水の供給を確保する
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